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○名取市農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付要綱 

平成２９年４月１日 

名取市告示第５７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内における鳥獣による農作物等への被害対策に

要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付し、

農業経営の安定を図るため、名取市補助金等交付規則（平成２０年名

取市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（補助対象者） 

第２条 補助金交付の対象となる者は、鳥獣により農作物等への被害を

受け、又は被害を受けるおそれがあると認められる地域において、自

ら被害防止のための対策を講じる市内に住所を有する農業者（以下単

に「農業者」という。）又は３戸以上の農業者で組織される団体（以

下「農業者団体」という。）の代表者とする。 

（令５告示６７・全改） 

（交付対象経費） 

第３条 補助金の交付対象経費は、市内の農地で実施する鳥獣被害対策

に係る資材等の購入に要する経費（消費税及び地方消費税に相当する

額を除く。）とし、当該経費が農業者にあっては３万円以上、農業者

団体にあっては３０万円以上であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１) 電気柵及び付帯設備 

(２) 金網やトタン板等を用いた耐久性隔障物及び付帯設備 

(３) その他の被害防止に有効と認められる資材等 

（令５告示６７・令８告示４・一部改正） 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、前条の交付対象経費に３分の２を乗じて得た額

とし、１年度当たり農業者にあっては１５万円、農業者団体にあって
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は１００万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

（令８告示４・全改） 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、名取市農作物等鳥獣被害

対策事業補助金交付申請書に必要な書類を添付し、市長に提出しなけ

ればならない。 

（令５告示６７・旧第６条繰上） 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、必要な審査を行

い、交付の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により決定したときは、名取市農作物等鳥獣被

害対策事業補助金交付（不交付）決定通知書により、申請者に通知す

るものとする。 

（令５告示６７・旧第７条繰上） 

（報告又は調査） 

第７条 市長は、前条第１項の審査を行うに際し、必要があると認めた

ときは、報告を求め、又は調査することができる。 

（令５告示６７・旧第８条繰上） 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、名取市農作

物等鳥獣被害対策事業実績報告書に必要な書類を添付し、速やかに市

長に提出しなければならない。 

（令５告示６７・旧第９条繰上） 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告の内容を審査し、適当と認め

るときは補助金を交付するものとする。 

（令５告示６７・旧第１０条繰上） 
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（補助金の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者

があるときは、速やかに補助金の全部又は一部を返還させるものとす

る。 

（令５告示６７・旧第１１条繰上） 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（令５告示６７・旧第１２条繰上） 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３１日告示第６７号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年１月８日告示第４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の名取市農作物等鳥獣被害対策事業補助金交

付要綱の規定は、施行日以後の交付の申請に係るものについて適用し、

施行日前までの交付の申請に係るものについては、なお従前の例によ

る。 

 


